
モデルデータ利用許諾契約書
■（以下｢モデルプロバイダー｣という。）及び●（以下「サービスプロバイダー」という。）は、モデルプロバイダーがサービスプロバイダーに対して提供するデータの利用許諾について、以下の通り、モデルデータ利用許諾契約書（以下「本契約」という。）を締結する。

総則
（目的）
本契約は、モデルプロバイダーとサービスプロバイダーの間の本取引について、モデルプロバイダーとサービスプロバイダーとの間の権利義務関係を定めることを目的とします。

（定義）
[bookmark: _Hlk502865225]本契約において利用する用語は、別途定めがある場合を除き、各々以下に定義された意味を有するものとします。
「固有情報」とは、当該情報により特定の会員、船舶、船型、モデル等の属性を識別することができる情報（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の属報を識別することができることとなる情報を含む。）をいいます。
「サービスユーザー」とは、本会提供サービスに登録されている会員であって、SP提供サービス契約に基づき、サービスプロバイダーからSP提供サービスを受けようとする事業者をいいます。
「書面」とは、書面又は電磁的記録をいうものとします。
「知的財産権」とは、著作権（著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。）、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）をいいます。
[bookmark: _Hlk216798455]「取引対象データ」とは、モデルプロバイダーがサービスプロバイダーに対して提供する本契約に基づく利用許諾の対象となる船型データ、モデルデータ、３Dデータその他のデータをいいます。
「本会提供サービス」とは、一般財団法人日本海事協会（以下「本会」という。）が会員に対して提供する、会員間でのデータ利用許諾に係る契約の締結機会その他のビジネスマッチング機会提供のためのリーガルマーケットプレイスサービスをいいます。
「本取引」とは、モデルプロバイダーとサービスプロバイダーの間の本契約に基づく取引対象データの利用許諾に係る取引をいいます。
「AIモデル」とは、AI技術（機械学習又はこれに関連する一連のソフトウェア技術をいう。）を利用したプログラムを総称していいます。
「SP提供サービス」とは、サービスプロバイダーが、本契約に基づき取得した取引対象データを利用して、サービスユーザーに対して提供するアプリケーションサービスをいいます。
「SP提供サービス契約」とは、サービスプロバイダーとサービスユーザーの間で締結される、SP提供サービスの利用に関する契約をいいます。
データの利用条件
[bookmark: _Ref481153652]（利用目的）
[bookmark: _Hlk502865266]本取引に基づくサービスプロバイダーによる取引対象データの利用は、以下に掲げる事項を目的とします（以下「本目的」という。）。
[bookmark: _Ref30514030]モデルプロバイダーが事前に承諾した特定のサービスユーザーに対するSP提供サービスの提供
[bookmark: _Ref138880081]前号に掲げるSP提供サービスの維持（当該サービスの不具合の原因調査、検証を含む。）、機能・精度の向上又は改善
第(1)号に掲げるSP提供サービスに係るAIモデルの学習又は追加学習

（データの提供方法及び仕様）
モデルプロバイダーは、モデルプロバイダー所定の様式及び方法により、別紙1に定める取引対象データを、サービスプロバイダーに対し提供するものとします。

[bookmark: _Ref145101859]（データの利用許諾）
モデルプロバイダーは、サービスプロバイダーに対し、本契約の有効期間中、本契約に定める条件に従い、取引対象データを本目的の範囲内で、非独占的に利用することを許諾します。
取引対象データに係る利用権限は、モデルプロバイダーが保有するものであり、本契約に明示される場合を除き、本取引により、サービスプロバイダーに対し提供（譲渡、貸与、利用許諾又は担保提供の如何を問いません。以下本条において同じ。）、移転又は処分されるものではありません。
[bookmark: _Ref9525734]取引対象データに係る知的財産権は、全てモデルプロバイダー又はモデルプロバイダーにライセンスを許諾している者に帰属しており、本取引により、取引対象データに係る知的財産権が、サービスプロバイダーに対し提供、移転又は処分されるものではありません。
[bookmark: _Ref209536452][bookmark: _Hlk502865464]サービスプロバイダーは、本目的の範囲内で、取引対象データを、固有情報を特定できない形で加工等して統計的な情報を生成し、これを利用（第三者への提供又は開示を含む。）することができるものとします。
サービスプロバイダーが本目的の範囲で取引対象データを利用した結果、当該取引対象データから生成された成果物に知的財産権が生じたときは、当該知的財産権の帰属及び利用条件については、モデルプロバイダーとサービスプロバイダーの間で別途協議の上定めるものとする。

（利用制限）
[bookmark: _Hlk502866476]取引対象データの利用は、本目的での利用に限定され、モデルプロバイダーの事前の書面による承諾がある場合を除き、サービスプロバイダーは、本目的以外の目的で取引対象データを利用することができません。なお、モデルプロバイダーが許諾した特定のサービスユーザーが利用するSP提供サービス及び当該SP提供サービスに係るAIモデル以外の他のサービス又は他のAIモデルに取引対象データを利用することは本目的に含まれません。　
[bookmark: _Hlk502049130][bookmark: _Hlk502866535]サービスプロバイダーは、モデルプロバイダーの事前の書面による承諾がある場合を除き、本取引に基づき提供された取引対象データ（取引対象データを加工して作成した加工データを含むが、固有情報を特定できない形で加工等して生成されたデータ、成果物、統計的情報を除く。）の全部又は一部について、開示、頒布又は第三者提供（モデルプロバイダーが事前に承諾したサービスユーザーに対する提供を含みますが、これに限られません。）をすることができません。但し、サービスプロバイダーが本目的の達成に必要な範囲内において第三者にデータの取扱いの一部又は全部を委託する場合には、契約書その他の書面により、本契約に基づきサービスプロバイダーが負う義務（秘密保持義務、目的外利用禁止義務及び第三者提供禁止義務を含むがこれに限られない。）を当該第三者に対し遵守させることを条件として、取引対象データの全部又は一部を当該第三者に開示することができるものとします。この場合、サービスプロバイダーは当該第三者を善良なる管理者の注意をもって管理監督するものとし、取引対象データの利用に関する当該第三者の行為につき一切の責任を負うものとします。
モデルプロバイダーは、自己が取引対象データに係る利用権限を保有することに基づき、合理的な理由がある場合には、その裁量により、いつでも、取引対象データの利用の停止又は中断を求めることができるものとし、サービスプロバイダーは、これに同意するものとします。但し、サービスプロバイダーは、既に提供された取引対象データから生成された成果物につき、本契約に基づき許諾を受けた権限の範囲内で利用することは妨げられません。
サービスプロバイダーは、本目的の範囲で、本契約に従い、取引対象データの全部又は一部について、複製、加工、編集、解析、分析、又は保管をすることができます。

（対価及び支払方法）
サービスプロバイダーは、本取引の対価として、モデルプロバイダーとサービスプロバイダーの間で別途定める料金を、モデルプロバイダーが指定する支払方法により、モデルプロバイダーに支払うものとします。
サービスプロバイダーが前項に定める利用料金の支払を遅滞した場合、サービスプロバイダーは、年6％の割合による遅延損害金をモデルプロバイダーに支払うものとします。

サービスプロバイダーの義務
（遵守事項）
サービスプロバイダーは、本契約の有効期間中、以下の各号に定める事項を誓約するものとします。
サービスプロバイダーは、本契約に基づき取得した取引対象データを利用して、SP提供サービスを提供するにあたり、当該SP提供サービスを利用するサービスユーザーを特定した上で、モデルプロバイダーによる事前の承諾を得るものとします。
サービスプロバイダーは、SP提供サービスを提供するにあたり、本会提供サービスに係るDigital Twinリーガルマーケットプレイス利用規約の定めを遵守するものとします。

（データの安全管理措置）
サービスプロバイダーは、取引対象データを他の情報と明確に区別して保管し、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、自己に適用のある法令及びガイドライン等に従って、安全な管理に合理的に必要な措置を講じるものとします。
サービスプロバイダーは、取引対象データにつき不正アクセス若しくは不正利用の防止に努めるものとし、取引対象データの漏えいその他取引対象データの安全管理に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合は、ただちにモデルプロバイダーにその旨を通知し、是正のために必要な措置を講じなければなりません。

（報告義務）
モデルプロバイダーは、サービスプロバイダーに対し、サービスプロバイダーによる取引対象データの利用及びサービスユーザーに対するSP提供サービスの提供が本契約の条件に適合しているか否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとし、サービスプロバイダーは速やかにこれに応じなければならないものとします。
モデルプロバイダーは、前項に基づく報告が十分でないと合理的に判断した場合、14日前までに書面により通知することを条件として、随時、サービスプロバイダーによる取引対象データの利用状況の監査を実施することができるものとします。
モデルプロバイダーは、サービスプロバイダーに対し、取引対象データの管理状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、取引対象データの漏えいその他取引対象データの安全管理に支障を及ぼす恐れがあるとモデルプロバイダーが合理的に判断したときは、モデルプロバイダーは、サービスプロバイダーに対し、取引対象データの管理方法の是正を求めることができ、サービスプロバイダーは速やかにこれに応じなければならないものとします。

[bookmark: _Hlk502866892]（賠償責任）
[bookmark: _Hlk216799623]サービスプロバイダーが、本契約のいずれかの条項に違反した場合、サービスプロバイダーは、これによりモデルプロバイダーが被った、通常の損害、損失又は費用等（合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」といいます。）を賠償するものとします。なお、本条に基づき損害賠償が認められる場合であっても、モデルプロバイダーの本契約に基づき認められる他の権利（解除を含むがこれに限られません。）は制限されないものとします。

モデルプロバイダーの義務等
（対応責任）
モデルプロバイダーは、取引対象データに関連してクレーム、請求、訴訟その他の紛争（以下「クレーム等」といいます。）が生じた場合、自らの費用と責任で解決しなければならないものとします。但し、当該クレーム等が、本取引又はSP提供サービスに起因又は関連して生じた場合には、サービスプロバイダーが、第16条に基づき、自己の責任と費用負担によりこれを解決しなければならないものとします。
[bookmark: _Hlk502866957][bookmark: _Hlk502049944]モデルプロバイダーは、取引対象データに障害、損壊、滅失その他の不具合が発見された場合、商業的に合理的な範囲で、原因の特定及び不具合の是正に協力するものとします。但し、原因の特定又は不具合の是正を保証するものではありません。

[bookmark: _Ref209538091]（保証）
[bookmark: _Hlk502866988]モデルプロバイダーは、サービスプロバイダーに対して、取引対象データにつき、提供時において自己の知りうる限り、以下に掲げる事項を表明し、保証するものとします。
本取引について必要とされる完全な利用権限を有していること
不正に取得されたものではなく、適法に取得されたものであること
意図的に捏造、改ざんされていないこと

責任
（非保証及び免責）
モデルプロバイダーは、第13条に掲げる事項を除き、取引対象データの正確性、完全性、即時性、随時性、安全性、有用性、特定目的適合性、第三者の権利の非侵害性を、何ら保証するものではありません。
モデルプロバイダーは、本契約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、サービスプロバイダーの責任とされている事項については、一切の責任を負いません。

（損害賠償の制限）
前条の規定にかかわらず、モデルプロバイダーがサービスプロバイダーに対し何らかの損害賠償責任を負うことが立証された場合は、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本取引に関してモデルプロバイダーがサービスプロバイダーに対して負う損害賠償責任の範囲は、モデルプロバイダーの責めに帰すべき事由により又はモデルプロバイダーが本契約に違反したことを直接の原因としてサービスプロバイダーに現実に発生した通常の損害等に限定され、当該サービスプロバイダーがモデルプロバイダーに現実に支払った本取引の利用料金の1か月分相当の金額を上限とするものとします。モデルプロバイダーは、いかなる場合であっても、モデルプロバイダーの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。　

[bookmark: _Ref209628684]（第三者との紛争）
本取引又はSP提供サービスに起因又は関連して、サービスユーザー又は第三者との間において、クレーム等が生じた場合、サービスプロバイダーは、自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとします。

契約の期間
（有効期間）
本契約の有効期間は、両当事者間で別途定めた期限までとします。但し、いずれかの当事者が、有効期間満了日の１か月前までに、別段の意思表示をしない限り、有効期間満了日の翌日を更新日として1年間、同一の条件にて本契約が更新されるものとし、以後も同様とします。

（解除）
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、相手方が以下の各号に該当する場合には、催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができます。
本契約について重大な違反があった場合
支払停止の状態になった場合、又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
監督官庁から事業停止処分又は事業登録の取消処分等を受けた場合
破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的整理手続、私的な整理手続、日本法によらないこれらの手続若しくはこれらに準ずる手続の開始の申立を行った場合、又はこれらについての申立を受けた場合
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、相手方が以下の各号に該当する場合は、相当の期間を定めて催告の上、本契約の一部または全部を解除することができます。
本契約について違反があった場合
所有する財産について、第三者から仮差押、仮処分、保全差押若しくは差押の命令、通知が発送されたとき、又はその他の強制執行の申立を受けた場合
解散、合併、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡を決定した場合
前各号のほか、本契約に基づく義務の履行に重大な悪影響を及ぼす事由が発生した場合又は本契約を存続させることが不適当と認められる重大な事由がある場合

（契約終了後の取扱い）
サービスプロバイダーは、有効期間満了、解除その他理由の如何を問わず、本契約が終了した場合、本契約に基づき受領又はダウンロードした取引対象データ（その複製物を含みます。）を、モデルプロバイダーの選択に従い、全て速やかに消去し、又はモデルプロバイダーに返却するものとします。サービスプロバイダーは、モデルプロバイダーが要請した場合には、本項に基づく義務が履行されたことを証明する書面をモデルプロバイダーに対して提出するものとします。
[bookmark: _Hlk502867116]前各項の規定にかかわらず、サービスプロバイダーは、本契約の有効期間終了後も、本契約の有効期間中に本目的の範囲で取引対象データを利用して生成した成果物（第5条第4項に基づく統計的情報を含む。）を、引き続き利用することができるものとします。

一般条項
（秘密保持）
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、本契約に関連して相手方が提供又は開示した情報（以下「秘密情報」といい、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」といいます。）を厳に秘密として保持し、別途定めがある場合又は開示者の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示、提供、漏えいし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
(1) 提供又は開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 提供又は開示の時点で公知の情報
(4) 提供後又は開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく提供又は開示された情報
第1項の規定にかかわらず、被開示者は、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じるため必要な範囲に限り、開示者へ遅滞なく通知を行うことを条件として秘密情報を開示することができるものとします。
本条に規定する義務は、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間存続するものとします。

（反社会的勢力の排除）
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」といいます。）に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
反社会的勢力に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約します。
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、相手方が前各項に違反し、又は第 1 項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、本契約を解除することができるものとします。

（本契約の変更）
本契約は、両当事者の書面による合意により変更することができるものとします。

（契約上の地位の譲渡）
モデルプロバイダー及びサービスプロバイダーは、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又はこれに基づく権利義務を、第三者に譲渡、移転、担保設定することはできません。

第2条 （分離可能性）
本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。

（準拠法）
本契約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとします。なお、本取引において物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。

（仲裁）
本契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京を仲裁地として、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会に仲裁判断を依頼し、仲裁人の判断を最終のものとしてこれに従うものとします。
仲裁人の選任、仲裁手続その他仲裁に関する一切の事項は、一般社団法人日本海運集会所海事仲裁委員会の仲裁規則によるものとします。

（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義のある事項については、両当事者間で誠実に協議のうえ解決するものとします。
以上
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本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、両当事者が各々記名押印の上、各1通を保管する。


20●●年●●月●●日






モデルプロバイダー：
住所
名称
役職　　　　　　　　　　　　　　
氏名







サービスプロバイダー：
住所
名称
役職　　　　　　　　　　　　　　
氏名


　

＜取引対象データ＞
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